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議案第  ５７  号  

 

 

流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。  

令和５年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため

の作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例を廃止するためで

ある。  



流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

流山市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５２年流山市条例第９

号）の一部を次のように改正する。  

附則第３項の前の見出し、同項及び第４項を削る。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ５８  号  

 

 

   昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づ

く債務の免除に関する条例を廃止する条例の制定について  

 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債

務の免除に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和５年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に

基づく債務の免除に関し、現時点で条例を適用することがない

ことから、条例を廃止するためである。  



昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づ

く債務の免除に関する条例を廃止する条例  

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債

務の免除に関する条例（平成元年流山市条例第２号）は、廃止する。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び

職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）の規定により行われた職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に

基づく債務の免除については、旧条例の規定は、この条例の施行後

も、なおその効力を有する。  

 



議案第  ６０  号  

 

 

令和４年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和４年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ６１  号  

 

 

流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第５８号）に

よる就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）の一部改正に伴い、

引用条文の整理を行うためである。  

 



流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例  

 流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年流山市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。  

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め

る。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ６２  号  

 

 

流山市立博物館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

流山市立博物館設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。  

令和５年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  博物館法（昭和２６年法律第２８５号）の一部改正に伴い、

博物館の設置に関する規定の整理を行うためである。  

 



   流山市立博物館設置等に関する条例の一部を改正する条例  

流山市立博物館設置等に関する条例（昭和５４年流山市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「。以下「法」という。）に基づき、」を「）第２条第１項

に規定する」に改める。  

第２条中「法第１８条の規定により」を「流山の歴史及び民俗に関す

る資料の収集、保管、管理、展示及び調査研究を行い市民の利用に供す

るとともに、その学習、調査研究等に資するため必要な事業を行うこと

により、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ６３  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和５年８月３１日提出  

    流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  市野谷小学校区学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  東京都港区芝四丁目１３番３号  ＰＭＯ田町東１０Ｆ  

  株式会社明日葉  

  代表取締役  大隈  太嘉志  

３  指定の期間  

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

 



議案第  ６４  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和５年８月３１日提出  

    流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  南流山第二小学校区学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  東京都品川区西五反田二丁目１１番８号  

  株式会社学研ココファン・ナーサリー  

  代表取締役  山崎  知恵  

３  指定の期間  

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

 



議案第  ６７  号  

 

 

令和４年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和４年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ６８  号  

 

 

令和４年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和４年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ７２  号  

 

 

令和４年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和４年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別冊

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 



議案第  ７３  号  

 

 

   令和４年度流山市水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、令和４年度流山市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ７４  号  

 

 

   令和４年度流山市下水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、令和４年度流山市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ７５  号  

 

 

   流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定する。  

  令和５年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）

による地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴

い、引用条文の整理を行うためである。  



流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例  

流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年流

山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。  

附  則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  



議案第  ７６  号  

 

 

   和解について  

 損害賠償請求事件について、次のとおり和解する。  

  令和５年８月３１日提出  

 

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事件の概要  

  平成２４年５月７日に締結した消防救急デジタル無線装置購入契約

について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和  

２２年法律第５４号）第３条の不当な取引制限が行われ、当該契約金

額が違法に引き上げられたことを理由として損害賠償の請求の訴えを

提起したもの  

２  和解の相手方  

（１）東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号  

   沖電気工業株式会社  

   代表取締役  森  孝廣  

（２）神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１  

   三峰無線株式会社  

代表取締役  中島  芳明  

３  和解の要旨  

（１）相手方は、市に対し、和解金として７００万円の連帯支払義務が

あることを認める。  

（２）相手方は、市に対し、連帯して、前号の金員を、和解成立日から

２か月以内に、市が指定する口座に振り込む方法により支払う。振

込手数料は、相手方の負担とする。  

（３）市は、その余の請求を放棄する。  

（４）市及び相手方は、市と相手方との間には、本件に関し、本和解条

項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認



する。  

（５）訴訟費用は、各自の負担とする。  

 

提案理由  千葉地方裁判所から提示された和解案に基づき、和解するた

めである。  

 



議案第  ７７  号  

 

 

   令和４年度流山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

 令和４年度流山市水道事業会計未処分利益剰余金について、別紙のと

おり処分したいので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

３２条第２項の規定により議会の議決を求める。  

  令和５年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  未処分利益剰余金の一部を一般会計への納付金として処分す

るためである。  

 



（単位：円）

資　　本　　金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金

当　年　度　末　残　高 13,911,818,840 944,295,683 1,385,639,389

議会の議決による処分額 △ 500,000,000

一般会計への納付 △ 500,000,000

752,008,776 △ 885,639,389

減債積立金への積立て

建設改良積立金への積立て △ 133,630,613

資本金への組入れ 752,008,776 △ 752,008,776

(繰越利益剰余金)
14,663,827,616 944,295,683

令和４年度流山市水道事業剰余金処分計算書

流山市水道事業及び下水道事業
の設置等に関する条例第８条に
よる処分額

処　分　後　残　高



議案第  ７８  号  

 

 

令和４年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和４年度流山市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

  令和５年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

  

 

 



報告第  １０  号  

 

 

   令和４年度健全化判断比率について  

 令和４年度流山市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  令和５年８月３１日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



令和４年度健全化判断比率  

（単位：％）  

 

実質赤字比率  

 

 

連結実質赤字比率  

 

実質公債費比率  

 

将来負担比率  

 

－  

 

 

－  

 

１．４  

 

３６．６  

 

 



報告第  １１  号  

 

 

   令和４年度資金不足比率について  

 令和４年度流山市の公営企業会計に係る資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第  

２２条第１項の規定により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  令和５年８月３１日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



令和４年度公営企業会計に係る資金不足比率  

（単位：％）  

流山市土地区画整理事

業特別会計  
流山市水道事業会計  

 

流山市下水道事業会計  

 

 

－  

 

 

－  

 

 

－  

 

 

 



報告第  １２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和５年８月３１日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する街路樹により発生した物損事故に係る和解及び

損害賠償の額の決定について専決処分したので、報告するため

である。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和５年７月２１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  市が管理する街路樹のヤナギの幹が、道路にお

ける建築限界（高さ４．５メートル）未満の高

さに張り出していたため、相手方の大型トラッ

クが通行した際に当該幹と接触し、当該トラッ

クの荷台を損傷させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和５年２月２日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目４番８地先  

４  相 手 方  茨城県ひたちなか市山崎１４１番地３  

           株式会社誠光運輸  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和５年７月２１日  

７  和 解 の 要 旨  相 手 方 の 損 害 額 ３ ３ ６ ， ７ ６ ５ 円 の う ち 、 

１３４，７０６円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １３４，７０６円  

 


